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○令和４年度の基本⽅針に盛り込む予定の新たな措置事項等
◆ 令和４年度の契約⽬標率のほか、昨年12⽉27⽇に岸⽥総理主宰の会議で取りまとめられ
た「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づき、公共調達
において、調達価格が労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇分を反映したものとなるよ
うにするための対応等を記載する予定。
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・令和４年度の契約⽬標率
→ 令和２年度までの実績値を使⽤して算定する。
（よって、今年度と同じ６１％（中⼩企業・⼩規模事業者）、３％（新規中⼩企業者）となる⾒込み。）

・公共⼯事における適正な請負代⾦の設定など
→ 国等は、公共⼯事の発注に当たって、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の取引価格を反映した
適正な請負代⾦の設定や適正な⼯期の確保について、契約後の状況に応じた必要な契約変更の実施
も含め、適切に対応することを追記する。
※ 情報システムやビルメンテナンス等の公共調達における調達価格への対応についても、関係省庁による検討の状況
を踏まえつつ、追記すべきかどうか検討する。

・その他必要に応じた修正
→ 細かい体裁、⽂⾔修正など。


